
 

〇常滑市空家利活用改修費補助金交付要綱 

令和５年６月30日要綱第46号 

 

常滑市空家利活用改修費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、常滑市内の空家を改修等して利活用する者に対し、予算

の範囲内において補助金を交付することにより、空家の解消及びその利活用

を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。 

 （補助対象空家） 

第２条 補助金の交付の対象となる空家（以下「補助対象空家」という。）は、

次の第１号から第５号までのいずれにも該当し、かつ、第６号又は第７号の

いずれかに該当するものとする。 

(１) 補助金交付申請日において、市内に存する１年以上使用されていない

建築物であること。ただし、共同住宅又は商業ビル等の一部区画の場合を

除く。 

(２) 市が指定する空き家バンクに登録されていること。 

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認

済証の交付を受けたものであること。 

(４) 所有権以外の権利が設定されていないこと。 

(５) 過去に本要綱による補助金又はこれに準ずるものの交付を受けていな

いこと。 

(６) 居住の用に供し、改修後使用する見込みであること。 

  (７) 地域活性化の用に供し、補助金の交付を受けた翌年度から10年以上使

用する見込みであること。 

２ 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものは補助対象空家と

する。 

３ 前項の規定にかかわらず、宗教活動又は政治活動若しくは選挙活動又は公

益を害する若しくは公序良俗に反するおそれがある活動の用途に使用するも

のを除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助

対象空家の所有者、買受人又は賃借人（所有者との間で改修に関して書面に

よる同意を得ている者に限る。）とし、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(１) 売買又は賃借前の補助対象空家の所有者等と生計が同一又は３親等以

内でない者 

(２) 市税の滞納がない者 

(３) 補助対象空家を改修後に使用する者（補助対象空家の所有者が改修す

る場合は、当該空家の買受人又は賃借人が改修後に使用すること。） 



 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係

を有しない者 

２ 前条第１項第７号に該当する場合は、前項に掲げるもののほか、次のいず

れにも該当するものとする。 

(１) 居住の用に供するために空き家を改修する場合 市外から居住する転

入者であること。 

(２) 店舗、宿泊施設等の事業の用に供する場合 一般社団法人フランチャ

イズチェーン協会に加盟していないこと及び会員制等で特定の者のみが利

用できる店舗、宿泊施設等でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する工事とする。ただし、常滑市やきもの散歩道

地区景観保全助成金交付要綱（平成22年常滑市要綱第５号）に基づき、助成

金の交付を受けた工事を除く。 

(１) 次のいずれかに該当する工事（以下「改修工事」という。）であるこ

と。 

ア 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事 

イ 給排水、電気又はガス設備の改修工事 

ウ 屋根又は外壁等の外装の改修工事 

エ 壁紙の張替え等の内装の改修工事 

オ その他市長が認める工事 

(２) 用途地域による建築物の用途制限に適合する工事であること。 

(３) 第８条に規定する交付の決定後に着手する工事であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

支払う補助対象事業の費用から、消費税及び地方消費税相当額を控除した額

とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、1,000円未満の

端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

(１) 第２条第１項第６号に該当する補助対象空家 補助対象経費に２分の

１を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 

(２) 第２条第１項第７号に該当する補助対象空家 補助対象経費に３分の

２を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、補助対象事業の実施に関する契約の締結前に、常滑市空家利活用改修費

補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 



 

(１) 事業計画書（様式第２） 

(２) 補助対象空家の登記事項証明書（未登記の場合は、申請者による所有

を確認できる書類の写し） 

(３) 工事場所の案内図及び配置図 

(４) 改修工事内容を確認できる図面 

(５) 改修工事着手前の写真 

(６) 改修工事費の見積書の写し（改修工事とその他の部分を分けたもので、

施工業者等の記名のあるもの） 

(７) 建築確認済証の写し 

(８) 市税納税証明書（市税の滞納がないことの証明書） 

(９) 誓約書（様式第３） 

(10) 補助対象空家を買い受けた者の場合 売買契約書の写し 

(11) 補助対象空家を借り受けた者の場合 賃貸借契約書の写し 

(12) 補助対象空家を共同で所有している場合 共有者全員が、改修に同意

していることが確認できる書類 

(13) 居住の用に供する改修の場合 居住予定者の住民票の写し（第３条第

２項第１号に該当するものに限る。） 

(14) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、受理後30日以内に

その内容を審査し、その結果を、常滑市空家利活用改修費補助金交付・不交

付決定通知書（様式第４）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付目的を達成するために、必要があるときは条件を付

すことができる。 

（申請内容の変更） 

第９条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、第８条の規定による申請内容を変更しようとする場合は、常

滑市空家利活用改修費補助金変更承認申請書（様式第５）に変更に係る書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

（変更の承認） 

第10条 市長は、前条の規定による変更申請を受理した場合は、受理後30日以

内にその内容を審査し、その結果を、常滑市空家利活用改修費補助金変更承

認・不承認通知書（様式第６）により交付決定者に通知するものとする。 

（遅延等の報告） 

第11条 交付決定者は、改修工事が期間内に完了しない場合又は当該工事の遂

行が困難になった場合は、その事実を知った日から14日以内に常滑市空家利

活用改修工事遅滞等報告書（様式第７）を市長に提出し、その指示を受けな

ければならない。 

（遅延等に係る指示） 

第12条 市長は、前条の規定による報告書を受理した場合は、その内容を確認



 

し、指示書（様式第８）により交付決定者に指示するものとする。 

（申請の取下げ） 

第13条 交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、常滑市空家利

活用改修費補助金交付申請取下げ届（様式第９）を市長に提出しなければな

らない。 

（実績報告） 

第14条 交付決定者は、改修工事が完了したときは、常滑市空家利活用改修工

事完了実績報告書（様式第10）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

(１) 改修工事の契約書等の写し（交付決定後に契約したものに限る。） 

(２) 改修工事代金の領収書の写し（施工業者等の発行したものに限る。） 

(３) 改修工事施工状況及び工事完了後の写真（日付が記載されたものに限 

る。） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過する日又は補

助金の交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに

提出しなければならない。 

（交付金額の確定） 

第15条 市長は、前条の規定による報告書を受理した場合は、その内容を検査

し、交付すべき補助金の額を確定し、常滑市空家利活用改修費補助金交付確

定額通知書（様式第11）により、交付決定者に通知するものとする。 

２ 前項に規定する検査により不備が判明したときは、検査結果不備事項通知

書（様式第12）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第16条 前条第１項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請

求するときは、常滑市空家利活用改修費補助金交付請求書（様式第13）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の書類は、前条の規定による通知を受けた日から起算して30日を経過

する日又は通知を受けた日の属する年度の３月７日（閉庁日の場合は前開庁

日）のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第17条 市長は、前条の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとす

る。 

 （権利譲渡の禁止） 

第18条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付を受ける権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（交付決定の取消し） 

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(１) 虚偽の申請その他不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。 



 

(２) 第15条第２項の規定により通知した不備事項の改善を行わないとき。 

(３) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくは本

要綱に違反したとき。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合

を除く。 

(４) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場

合は、常滑市空家利活用改修費補助金交付（一部）取消通知書（様式第14）

により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対して、期限を定めて

その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により返還を命じられた者は、速やかにその返還をしなければ

ならない。 

（調査に対する協力） 

第21条 交付決定者は、この要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な

調査をしようとする場合は、これに協力するものとする。 

（その他） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 

  


